
令和元年 上里町教育委員会 第６回 定例会会議録

上里町教育委員会



令和元年第６回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 令和元年 6月 27 日（木）午後 3時

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第 21 号 平成 31 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（２） 報 告 事 項 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて

（３） その他

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 令和 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



令和元年第６回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

令和元年６月２７日（木）

開 会 午後３時

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場 ３階 教育委員会室

午後３時４０分
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学校教育課長

学校教育指導室長

学校教育課教育庶務係長

高橋 淳

山田 真奈美
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＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。ご不明点等ございましたらご発

言願います。

＜特になし＞

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたもの

といたします。事務局は手続きをお願いします。今回の会議録署名委員

は、阿久戸委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思いますが、本日の議事は議案が 1

件、報告事項として専決処分による承認事案が 1件であります。

始めに、議案第 21 号平成 31 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

について、を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 21号平成 31年度要保護及び準要保護

児童生徒の認定について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、学

校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について説明いたします。

１．開会

教育長

２．前回会議録の承認

教育長

委員

教育長

３．議事

教育長

教育庶務係長
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学校教育指導室長補佐

勝山 寛美

伊藤 覚

松本 顕記

生涯学習課長兼郷土資料館長
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始めに概要でございますが、令和元年5月16日から6月15日までに申

請のありました申請者について、上里町要保護及び準要保護児童生徒

就学援助実施要綱第5条に基づき認定を行いたいものであります。

続きまして、認定内容でございます。認定区分が職業不安定を理由

とした準要保護の新規申請2件2名で、この2件の申請者につきまして

は、算定表のとおり所得基準が算定基準以下となっておりますので、

認定となるものです。

以上、議案第21号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の

上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞

議案第 21号につきましては、事務局提案のとおり、準要保護児童生

徒と認定する事でよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

議案第21号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きをお

願いします。

次に報告事項、承認第4号専決処分の承認を求めることについて、事

務局説明願います。

承認第4号専決処分の承認を求めることについての提案説明を申し

上げます。

提案理由でございますが、上里町社会教育委員の委嘱及び任命につ

いて、上里町教育員会教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定

により別紙のとおり専決処分したので、同規則第3条第1項の規定に基

づき、委員会にこれを報告し、その承認を求めるものでございます。

内容につきましてご説明申し上げます。社会教育委員の任期満了に

伴う役員の選出において、役員の交代がありましたが、委員の委嘱及

び任命に当たり、教育委員会を招集するいとまが無かったため、上里

町教育委員会名で社会教育委員の委嘱及び任命を専決処分により行っ

たものであります。

なお、資料として社会教育委員名簿を添付していますが、名簿15名

の内、6名の方が新たに委嘱されました。
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以上で、承認第4号専決処分の承認を求めることについての提案及び

内容説明とさせていただきます。

慎重ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

只今の説明は、社会教育委員の委嘱に係る専決処分の報告でありま

した。委員の選出に当たっては、各団体の総会の場で委員が選ばれま

すが、総会開催日が遅い団体もありますので、全ての団体から出され

た委員の名簿作成に時間を要したため、委嘱に当たり5月の教育委員会

にお諮りする事が出来ませんでした。このため、専決により委嘱を行

いましたので、その報告とご承認をお願いするものであります。資料

として名簿をお配りしてありますのでご確認をお願いいたします。

この件に関しまして、ご意見等ございますか。

＜特になし＞

それでは、この件につきまして、ご承認いただけますでしょうか。

＜了解＞

承認第4号につきましては、ご承認頂けたものといたします。

次にその他ですが、委員の皆様から何かございますか。

無いようですので、指導室長より1件提案が有りますので、説明をお

願いします。

お配りしました、案と記載のある資料をご覧ください。

埼玉県としても町としましても、働き方改革が大きな課題となって

おります。このため働き方改革の一環として、小中学校における電話

対応時間を資料にありますような時間帯での対応とさせて頂こうと考

え、保護者の皆様にご理解ご協力を願えればと、依頼文書の案を作成

いたしました。改革の取り組み開始日が、令和元年8月27日の2学期始

業式から、と考えています。内容は小中学校の電話対応時間ですが、

部活動の関係で小学校と中学校では時間を変えてございます。小学校

は、7時45分から18時まで。中学校は、冬季は下校時間が早まるために

3月から10月までが7時20分から19時、11月から2月までが7時20分から
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18時、としました。部活動は朝練もありますので、朝練が始まる7時30

分の10分前の7時20分からとしました。また、記載のとおり、この取り

組みは児童生徒に関し緊急の連絡は除く事としております。

この様な形で教育委員会主導の下、働き方改革を一歩前進したいと

考え、まずは電話対応について保護者の皆様にご理解ご協力をお願い

したいと思いますが、教育委員の皆様のご意見、お考えを伺えればと

思い、提案させて頂きました。

只今説明がありましたように、働き方改革を進め、教員の時間を子

ども達の教育へ向けられるように、教員の勤務時間終了後の電話対応

の時間に少し制限をさせて頂こうという事です。

この事については、既に神保原小学校で試行的に実施をしておりま

すが、特に支障も無いとの事でありますので、全校的に実施をして行

きたいと考えております。小学校と中学校では、部活の関係がありま

すので、対応時間に差が生じておりますが、記載のとおり実施をして

行きたいと思っています。また、実施に当たっては両中学校の校長先

生方の意向も含まれております。

この件につきまして、ご意見等ございますか。

今までよりも終わりの時間が短縮されたのですか。19時だったもの

を18時に変更したとか。私はこの取り組みは良い事だと思います。

現在は電話対応時間に規定がありません。このため、緊急性が無い

内容でも短時間で終わる事は稀で、長時間に亘る事があり、翌日の授

業準備等に支障が生じる事が多々あります。その様な事を解消するた

めにも電話対応時間に多少の制限を設けさせて頂ければと思っていま

す。

埼玉県も教員の時間外勤務時間を月45時間以内、最長でも60時間を

目安に、と言っていますので、その様な事を考えると電話対応時間を

少し制限しないとならないかな、との思いからこの取り組みを始めま

りました。

但し、緊急の連絡は除くとなっていますので、今後はこの時間外に

掛かって来た電話は緊急性がある内容のものとなりますので、学校も

それなりの対応が必要となります。
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対応時間をきちんと定める事は必要な事だと思います。勤務時間内

と勤務時間外を分ける事は良いことだと思います。

私はもっと短くても良いと思っています。

私の教員生活の中で、電話対応時間に制限を設ける事だけでも画期

的な事だと感じていて、多少の不安感があります。ただ現在、国を挙

げて働き方改革が叫ばれている中で、お仕事をされている保護者の方

には他人事ではないと感じて頂けるのかな、と思っています。

民間企業ですと、営業時間外はほとんどが留守番電話対応となって

いますので、お勤めされている保護者の方にはご理解が得られやすい

と思います。

学校の現状は、夜の8時過ぎでも電話が鳴れば対応するのですか。

その場に教員が残っていれば、対応しています。また、その内容に

よっては30分、1時間以上の対応をする事もあります。

その様な事を無くすためには、先程安藤委員のお話にあった、時間

外のため対応しかねます、と言った様な、留守番電話などの設置を検

討してはどうですか。

今の段階では学校現場において、留守番電話はハードルが高いよう

に感じます。例えば機械の音声で、時間外のためお掛け直し下さい、

と言うのは、今まで築き上げてきた保護者との信頼が上手くいかなく

なってしまうのでは、と感じます。保護者の方は学校は、先生が居れ

ば、電気が点いていれば対応してくれるところだ、と意識されている

と思います。今回の取り組みも、対応時間外での緊急電話以外は出な

い、電話を控えて頂く、という事ですので、その様な意味では学校現

場における働き方改革は難しい事だと思っています。

中学校の部活関係では、顧問の先生の携帯番号を知っている方が結

構多いので、学校の電話が利用出来なければ、先生の携帯電話に直接

掛ってくるようになると思います。
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今回の電話対応の取り組みの趣旨は、電話対応に充てられている先

生方の時間を、教育活動に専念できる時間として確保する事ですので、

携帯電話への連絡も控えて頂くべきと思います。

では今後、校長会へ諮りながら、資料のとおり進めて参りたいと思

いますがよろしいでしょうか。

＜了解＞

それでは、1学期中に保護者あてに依頼文を配布させて頂く予定で進

めて参りますので、よろしくお願いいたします。

その他委員さんの方から何かございますか。

＜特になし＞

特に無いようですので次に教育長報告をさせていただきます。6月の

報告事項は特段ございませんが、来月より教科書採択が始まります。7

月18日に郡市の採択協議会へ阿久戸委員と出席して参ります。その後、

25日には上里町教育委員会としての採択会議を行います。その前段と

して、児玉郡市の調査委員が調査した結果が出ましたらお渡しできる

事となっています。それら調査結果を採択の参考にして頂ければと思

います。

また、参院選の投票日が7月21日に確定したそうです。県知事選は8

月25日となっております。選挙が始まりますと選挙ポスターが掲示さ

れますが、子ども達がポスターへ悪戯をしないよう次回の校長会で注

意喚起をしたいと思っています。

以上の事につきまして、ご意見等ございますか。

＜特になし＞

特に無いようですので、その他の事項で次回の定例教育委員会の日

程についてですが、7月の開催日は既に 25 日の午後 1時 30 分からと

お願いをしてございますので、ご確認をお願いいたします。

内容は、町としての教科書採択について、が主な議題となりますの

でよろしくお願いします。
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また、先日の施設訪問後、七本木公民館長から教育委員の皆様に七

本木公民館の様子を見て頂きたいとの要望がありましたので、25日の

教育委員会終了後、委員の皆様で七本木公民館を見学したいと考えて

いますので、ご予定の程よろしくお願いいたします。

それでは、本日の議事につきましては全て終了しました。

これをもちまして、6月の定例教育委員会を閉会とさせていただき

ます。皆様、ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳


